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（参考）

○ＧＨＳ（化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）に関する

国際連合勧告について

平成１５年に、人の健康の確保等を強化すること、化学品の国際取引を促進

すること等を目的に、化学物質の危険有害性を、引火性、発がん性等の約３０

項目に分類した上で、各々の危険有害性について、一定の基準に基づき、その

程度等を区分けし 危険有害性の程度等に応じて ドクロマーク等の絵表示 ピ、 、 （

クトグラム を付すこと 一定の手順により化学物質等安全データーシート Ｍ） 、 （

ＳＤＳ）を作成すること等を内容とする化学品の分類及び表示に関する世界調

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of和システム(

)が、国際連合から勧告として公表（以下「ＧＨＳ」という ）され、Chemicals 。

平成２０年までの完全実施、また、ＡＰＥＣ域内においては、平成１８年末ま

での実施が求められている。その概要は以下のとおり。

（１）表示

表示（ラベル）に必要な情報は、①注意喚起語、②危険有害性情報、③注意

書きと絵表示（ピクトグラム 、④製品の特定名、⑤供給者の特定である。）

ＧＨＳで示された危険有害性の基準を満たす化学品は、供給者から作業場に

供給される容器にＧＨＳによる表示が付けられ維持されること、移し替えられ

た作業場の容器、装置等にＧＨＳに基づく表示を使用すること、ただし容器の

大きさ等から異なる表示様式等でも差し支えないこと等が求められている。

（絵表示の例）

（２）化学物質等安全データシート（ＭＳＤＳ）

ＧＨＳ国連勧告で示された危険有害性の基準を満たす化学品は、下記の内容

のＭＳＤＳの作成が求められている。
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①化学物質等及び会社情報、②危険有害性の要約、③組成、成分情報、④応

急措置、⑤火災時の措置、⑥漏出時の措置、⑦取扱い及び保管上の注意、⑧ば

く露防止及び保護措置、⑨物理的及び化学的性質、⑩安定性及び反応性、⑪有

害性情報、⑫環境影響情報、⑬廃棄上の注意、⑭輸送上の注意、⑮適用法令、

⑯その他の情報

○事業場における自律的な化学物質管理の取組状況

平成１３年の労働環境調査（厚生労働省）によると、化学物質の取扱業務の

ある事業所のうち 「化学物質管理計画」を策定している事業所は３１％、策、

定の予定がある事業所は２３％、策定予定はない事業所は４７％、また、化学

物質管理担当者を選任している事業所は４６％、選任の予定がある事業所は１

６％、選任予定はない事業所は３９％である。

○特別規則

職場の化学物質管理に係る特別規則には、有機溶剤中毒予防規則、特定化学

物質等障害予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び鉛中毒予防規則があり、

これらの規則により、アセトン、キシレン、水銀等の１０９物質に対して、物

質の種類等に応じて、全体換気装置、局所換気装置の設置等の必要なばく露防

止方法等を定めている。


